
令和６年４月 加茂市長定例記者会見 
令和６年４月４日（木）１０：００～ 

 

 

1. 物価高騰重点支援給付金・・・・・・・・・・・・・・・・・健康福祉課 

・住民税均等割のみ課税世帯を対象に 10万円を給付 

・住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち、子育て世帯には 

子ども１人あたり５万円を加算給付 

 

2. 加茂市地域公共交通計画の策定・・・・・・・・・・・・・・・・環境課 

・3月 27日策定 計画期間は令和 6年 4月から令和 11年 3月までの 5年間 

 

3. 加茂市命綱固定アンカー設置補助金・・・・・・・・・・・・・・建設課 

・対象は、市内にある住宅で、自ら居住している一戸建て住宅 

・交付額は、１申請あたり 10万円 11月末までに完了する工事が補助対象 

 

4. 二十歳を祝う会・・・・・・・・・・・・・・・・・社会教育課（公民館） 

・5月 3日 午後 1時 30分から 加茂文化会館大ホールで開催 

・対象は、平成 15年 4月 2日から平成 16年 4月 1日までに生まれた方 

 

5. 消防ポンプ自動車の更新配備・・・・・・・・・・・・・・・・・消防本部 

・水槽付消防ポンプ自動車（I―Ｂ型）が 3月 28日に運用開始 

 

6. 電気柵購入費補助金、狩猟免許、銃所持許可の新規取得者補助金 

・・・・・・農林課 

・設置する電気柵購入金額について 1/2補助（上限 5万円） 

・狩猟免許、銃所持許可の新規取得者へ補助（上限 5万 4千円） 
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１ 物価高騰重点支援給付金について 

 

加茂市では、物価高騰による影響が特に大きい低所得世帯を支援するため、10

万円の給付金を支給します。対象となる世帯は、令和 5年 12月１日に加茂市の住

民基本台帳に記録されている令和 5年度住民税均等割のみ課税世帯です。 

この給付金を受けるためには、振込口座などの確認が必要です。対象となる世

帯には 4 月 5 日から書類を郵送します。書類が届きましたら、必要事項を記入し

て健康福祉課へ返送してください。給付金は、書類を確認後、指定の口座へ振り

込みます。 

また、令和 5年 12月１日現在、加茂市に住民登録されている令和 5年度住民税

非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の子どもがいる世帯に

対し、子ども 1 人あたり 5 万円の子育て世帯加算給付金を支給します。対象とな

る子どもには、令和 5年 12月 2日から令和 6年 3月 31日までに生まれた新生児

も含まれます。対象となる世帯には 10万円の給付金とは別に、確認事項が記載さ

れた案内を郵送しますので、必要事項を記入して健康福祉課へ返送してください。

書類を確認後、指定の口座へ振り込みます。 

なお、これらの給付金の書類の返送期限は 5月 31日までとなっています。期限

を過ぎると受給できなくなりますのでご注意ください。ご不明な点は、健康福祉

課へお問い合わせください。 

 

 

２ 加茂市地域公共交通計画の策定について 

 

加茂市地域公共交通活性化協議会では、地域公共交通の活性化及び再生に関す

る法律に基づき、地域公共交通計画の作成及び計画の実施に必要な協議を重ねて

きました。そして市民はもとより訪れる全ての方々にとって、より利便性の高い
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地域公共交通を整備するため、3月 27日に加茂市地域公共交通計画を策定しまし

た。 

加茂市地域公共交通計画は第 1 章から第 6 章で構成されており、計画期間は令

和 6年 4月から令和 11年 3月までの 5年間です。 

今後は、策定した地域公共交通計画に基づき、取り巻く環境や課題を整理し、

関係機関の横断的な連携、取組を効果的に進めていきます。 

また、4 月 1 日から、かもんバスの時刻表が変更になりました。詳細は 3 月 15

日に各戸配布した加茂市公共交通時刻表や市ホームページをご覧ください。 

 

 

３ 加茂市命綱固定アンカー設置補助金について 

 

加茂市では、住宅の雪下ろし時の転落事故を未然に防ぎ、居住者の命を守るこ

とを目的として、住宅の屋根等に命綱固定アンカーを設置する工事に要する経費

に対し、補助金を交付します。交付額は 1申請当たり上限 10万円です。 

 対象となる住宅は、市内に所在する一戸建て住宅で、補助対象者が自ら居住し

て、屋根の雪下ろし作業により管理をしている住宅となります。詳しくは、加茂

市命綱固定アンカー設置補助金交付要綱をご確認ください。 

 また、補助対象は 11月末までに完了する工事となります。なお、補助金の申請

に必要な書類は、建設課の窓口のほか、ホームページからダウンロードできます。

お問い合わせは建設課までお願いいたします。 

 

 

４ 二十歳を祝う会について 

 

加茂市では、「2024二十歳を祝う会」を 5月 3日午後 1時 30分から、加茂文化
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会館大ホールで開催します。 

「2024二十歳を祝う会」は、平成 15年 4月 2日から平成 16年 4月 1日の間に

生まれた方が対象となります。対象の方々へは、4 月 1 日に案内状を発送しまし

た。またご家族もぜひ後方席で式典をご覧ください。 

 

 

５ 消防ポンプ自動車の更新配備について 

 

加茂市・田上町消防衛生保育組合では、令和 5 年度の施設整備事業として消防

ポンプ自動車を更新しました。 

 3 月 5 日に水槽付消防ポンプ自動車が納車され、消防職員の取扱訓練が完了し

たため 3月 28日に加茂地域消防署・本署に配備し、運用を開始しました。 

 これまでの水槽付消防ポンプ自動車と比較し、更新車両は走行・消火性能等が

格段に向上しており、消防本部の消火活動体制が強化されました。 

 

 

６ 電気柵購入費補助金と狩猟免許、銃所持許可の新規取得者へ補助金について 

 

加茂市では昨今急激に増加しているサルなどの有害鳥獣による農作物被害対策

のために設置する電気柵の経費に対して、新たに加茂市独自の補助金を交付しま

す。 

補助対象となる電気柵は令和 6 年 9 月 30 日までに購入するもので、設置に使

用する工具、防草シート、設置委託料などは補助対象外です。交付金額は購入費

用の 2 分の 1 で一戸あたり上限 5 万円です。購入前に申請が必要で、申請受付期

間は 4 月 15 日から 8 月 30日までとなっていますのでご注意ください。なお、予

算に達し次第、事業終了となりますので希望される方は、購入の前にお早めに農
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林課へご相談ください。 

また、有害鳥獣の捕獲を行うハンターの高齢化と後継者不足が深刻となってい

ます。加茂市では、担い手を確保するため、狩猟免許または銃所持許可の新規取

得者に対して補助金を交付します。補助対象となる経費は、令和 6 年度中に狩猟

免許または銃所持許可を新規で取得された方の健康診断料や射撃教習受講料、ハ

ンター保険料で 1人あたり上限 5万 4千円です。 

対象者は加茂市に住所を有し、免許や許可取得後、加茂市猟友会に入会しかつ

加茂市の有害鳥獣捕獲に協力していただける方です。有害鳥獣捕獲事業にご興味

をお持ちの方は、農林課へご相談ください。 

 

 

 




























